
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号

株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構

法
施
行
規
則

株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構
法

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第

二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
、

第
十
九
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た

め
、
株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構
法

施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
交
通
事
業
に
係
る
交
通
に
関
す
る
施
設
）

第
一
条
　
株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機

構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二

号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
交
通
に
関
す
る
施
設

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
鉄
道
施
設

二
　
道
路

三
　
駐
車
場

四
　
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル

五
　
港
湾

六
　
水
域
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
浮
き
構
造
物
（
交
通

の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七
　
空
港

八
　
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
を
整
備
す
る
た
め
の

施
設

九
　
倉
庫
（
物
資
の
流
通
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（
都
市
開
発
事
業
に
係
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
道
路

二
　
公
園
、
緑
地
及
び
広
場

三
　
水
道

四
　
下
水
道

五
　
河
川

六
　
運
河

七
　
水
路

八
　
防
水
、
防
砂
又
は
防
潮
の
施
設

九
　
港
湾
に
お
け
る
水
域
施
設
、
外
郭
施
設
及
び
係
留

施
設

（
都
市
開
発
事
業
が
行
わ
れ
る
区
域
の
面
積
の
規
模
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
規
模
は
、
お
お
む
ね
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
整
備
又
は
維
持
管
理
が
行
わ
れ
る
建
築
物
の
延
べ
面

積
（
整
備
又
は
維
持
管
理
が
行
わ
れ
る
建
築
物
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
）
が
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
お
お
む

ね
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。

（
都
市
開
発
事
業
に
係
る
都
市
機
能
の
増
進
に
資
す
る

施
設
）

第
四
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
公
園

二
　
水
道

三
　
下
水
道

（
議
事
録
）

第
五
条
　
法
第
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の

作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

２
　
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
法
第
十
九
条

第
九
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
も
っ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
委
員
会
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
開
催
さ
れ

た
日
時
及
び
場
所
（
当
該
場
所
に
存
し
な
い
委
員
又

は
監
査
役
が
委
員
会
に
出
席
を
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
出
席
の
方
法
を
含
む
。
）

二
　
委
員
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果

三
　
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係

を
有
す
る
委
員
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
委
員
の
氏
名

四
　
法
第
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見

の
内
容
の
概
要

（
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措
置
）

第
六
条
　
法
第
十
九
条
第
九
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
措
置
は
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
七
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方

法
と
す
る
。

（
書
面
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
議
事
録
の
備
置
き
及
び

閲
覧
等
に
お
け
る
特
例
）

第
八
条
　
法
第
十
九
条
第
八
項
の
議
事
録
が
書
面
を
も
っ

て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
株
式
会
社
海
外
交
通
・

都
市
開
発
事
業
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ

（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読

み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
、
機
構
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的

記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル

に
よ
り
備
え
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
置
か
れ
た
電
磁

的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の

映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
を
、
機
構
の
本
店
に
お
い
て

閲
覧
又
は
謄
写
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六

年
七
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
の
施
行
の
状
況
等
の
検
討
）

第
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
検
討
を
行
う
と
き
は
、
法
第
三
十
七
条
の
規
定
を

踏
ま
え
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
の
施
行
の

状
況
並
び
に
機
構
の
業
務
を
継
続
さ
せ
る
必
要
性
、
組

織
の
在
り
方
そ
の
他
そ
の
組
織
及
び
業
務
の
全
般
に
つ

い
て
併
せ
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省

令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省

令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令

第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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